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元代表取締役社長による課徴金の損失補填に関する状況について 

 

当社は、平成 27 年８月６日付「前代表取締役社長及び前取締役会長との合意について」に

おいて、元代表取締役社長の池田氏（以下、池田氏）及び元取締役会長の久保氏（以下、久保

氏）との損失補填に関する合意を公表しております。 

しかしながら、当社が平成 28 年５月 23 日付にて、金融庁より納付すべき課徴金の額２億

5,848 万円及び納付期限を平成 28 年７月 25 日とする旨の決定を受けて納付しました課徴金の

損失補填につきまして、池田氏からは平成 28 年 12 月 31 日までに当社への支払い(支払い合意

額：180,936,000 円)はなされておりません。 

これにより、当社は、平成 28 年 11 月９日付にて公表しました平成 28 年 12 月期連結業績予

想の再修正が必要となります。業績予想の再修正につきましては、最近の当社の業績動向も加

味し、数値が確定次第、速やかに開示いたします。 

なお、池田氏からは、本年１月末までには損失補填の支払いを完了させる旨、口頭にて確認

を取っております。当社への入金が確認出来次第、速やかに開示いたします。 

また、池田氏からの支払い（支払い合意額：180,936,000 円）が完了した際には、当該金額

を平成 29 年 12 月期第１四半期において特別利益として計上することとなります。 

久保氏からの損失補填の支払いにつきましては、平成 28 年 12 月 27 日付「特別利益の計上

等に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、昨年 12 月に一部実行されており、また、残

債務については、当社との覚書締結により本年６月 30 日までに完済される予定です。 

 

株主、投資家及び取引先の皆様をはじめ、市場関係者並びにステークホルダーの皆様には、

多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 

当社は、現在、全社員一丸となって、業績の向上及び信頼の回復に全力を尽くしておりま

す。皆様のご期待に添えますよう内部管理体制の更なる強化を図る所存でございますので、引

き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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